
 令和 2 年 4 月３０日  

保護者の皆様 

 

郡山市立朝日が丘小学校長 佐野 光洋  

 

新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業の延長について 

 

 保護者の皆様には、児童の新型コロナウイルス感染防止のためにご理解、ご協力をいただき感謝申し

上げます。 

 さて、このたび、福島県教育委員会教育長の要請を受けて、郡山市立学校におきましては、下記のとお

り臨時休業を延長とします。ご理解とご協力をお願いいたします。 

  

記 

 

１ 臨時休業延長の期間 

令和2 年５月７日（木）から当面の間 

 

２ 理 由 

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため。 

 

３ お子様の預かりについて 

保護者の方が仕事を休めない場合等、お子さんの受け入れ先がない場合については、 

引き続き対応いたします。 

 

４ その他 

（１）再開の時期については、福島県知事からの学校の休業要請解除後１週間以内を目安として 

   お知らせいたします。 

（２）メールに添付した文書はPDFにして配信しています。ご覧いただけない方は、Google Playや 

App Storeで「Adobe Reader」等のアプリをダウンロードしてください。 

（３）万が一、休業中に事故や大きなけが、入院・感染等があった場合は、学校へ連絡をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当 教頭：影山智基 電話 ９５２-４２２５） 

 



 令和 2 年 4 月３０日  

保護者の皆様 

 

郡山市立朝日が丘小学校長 佐野 光洋  

 

新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業延長中の家庭での過ごし方について 

 

 このたびの臨時休業の延長に伴い、保護者の皆様には再度お子様の感染防止と安全な生活について 

御配慮いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 臨時休業中の生活について 

（１）健康で安全な生活を送るためにお子さんが以下の点に気をつけて過ごせるようにご家庭でもお

話しください。 

① 感染防止の観点から、外出を控え、自宅で過ごすようにしてください。 

 ・友だちの家に遊びに行くことや友だちを家に招き入れること、公園等に集まって遊ぶことは 

お互いにしないようにお願いします。 

② 生活リズムを整えて過ごせるようにしましょう。 

・「早寝・早起き・朝ごはん」等の規則正しい生活を送れるようにご配慮ください。 

・適度に体を動かすことが心と体の健康につながります。手軽にできる運動（ストレッチ・なわ 

とび・散歩・ジョギングなど）に保護者の方も一緒に取り組んでみてください。 

③ ゲームやスマートフォンの使い方について約束を作りましょう。 

・保護者の方がお子さんと一緒にゲーム等の使用時間や使い方について約束を作って使わせる 

ようにしてください。また、SNS や有害サイトなどにアクセスできないようにフィルタリング 

をかけるとともに、使用状況についても保護者の方が責任をもって確認するようにお願いしま 

す。 

（２）臨時休業中も、せきエチケットや手洗い等、感染症対策に努めてください。 

・自宅でも毎朝の検温、せき等の呼吸器症状の確認を行い、「健康観察表」に記録を続けていた 

だくようにお願いします。 

（３）日中、お子さんだけで家庭で過ごす場合は次の点にも気をつけてください。 

  ① 玄関の鍵は閉めて生活するようにさせてください。来客があっても、玄関のドアを開けないよ 

   うにすることやいざというときに保護者の方との連絡方法等、お子さんとしっかりと確認する 

ことをお願いいたします。 

  ② お子さんだけで火を使うのは危険です。普段慣れているからと言ってストーブやコンロなど 

火器の使用はさせないようにしてください。 

あわせて、刃物類も使わせないようにお願いいたします。詳しくは 4月 15日配布「留守番 

    をする子どもの安全をまもるためにできること」をご覧ください。 

 （４）各学年から休業期間中の課題が出ています。毎週金曜日の夕方、メールやホームページで課題 

    についてお知らせしています。保護者の方にはお子さんの一日の生活の様子を振り返っていた 

だき、頑張りを賞賛していただくようにお願いします。 

 

※土日、祝日等勤務のない日や深夜等、緊急時の連絡について 

臨時休業中の平日については、教職員は交代で勤務していますが、土日、祝日等勤務のない日や深 

夜など学校の電話に誰も出ない時間帯に保護者の方が緊急に連絡を必要とするときの対応として学 

校緊急連絡メールをご利用ください。詳しくは「4 月 20 日配付令和２年４月２１日（火）から５月 

６日（水）までの緊急時の連絡方法について」を確認していただくようお願いいたします。 

（担当 教頭：影山智基 電話 ９５２-４２２５） 


